
海
外
支
店
を
海
外
子
会
社
と
同
様
に

課
税
す
る
動
き

国
際
的
に
事
業
展
開
す
る
企
業
に
と
っ
て
、
海
外
支

店
、
海
外
子
会
社（
現
地
法
人
）の
い
ず
れ
の
進
出
形
態

を
採
る
か
は
、
国
に
よ
っ
て
異
な
る
法
的
規
制
や
事
業
戦

略
上
の
理
由（
税
金
も
含
む
）な
ど
多
く
の
要
素
を
考
慮

し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
融
機
関
の

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
、
世
界
中
の
各
国

に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
二
四
時
間
金
融
業

務
を
や
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
国
に
よ
っ
て
子
会
社
で
あ

っ
た
り
、
支
店
で
あ
っ
た
り
と
形
態
は
異
な
っ
て
い
る
が
、

果
た
し
て
い
る
機
能
は
ど
れ
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
課
税
上
の

取
扱
い
も
異
に

す
る
必
要
は
な

い
の
で
は
な
い

か
。
支
店
も
、
課
税
上
は
子
会
社
と
同
様
に
扱
い
、
グ
ロ

ー
バ
ル
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
よ
り
生
じ
た
全
世
界
所
得
を

子
会
社
、
支
店
に
配
分
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題

意
識
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
考
え
方
を
既
に
実
施
し
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
な

ど
限
ら
れ
た
国
だ
け
で
あ
る
が
、
O
E
C
D
で
議
論
が

進
ん
で
お
り
、
国
際
課
税
の
か
な
り
大
き
な
改
正
に
結

び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
。

現
行
の
海
外
支
店
、

海
外
子
会
社
の
課
税
方
式

一.

海
外
支
店

外
国
に
あ
る
支
店
は
、
そ
の
支
店
に
帰
属
す
る
所
得

（
当
該
支
店
が
稼
い
だ
所
得
）に
つ
い
て
、
支
店
の
所
在

す
る
国
か
ら
事
業
所
得
課
税
を
受
け
る
。
そ
の
際
、
本

店
が
支
出
し
た
費
用
で
も
、
当
該
支
店
に
係
る
も
の

は
、
損
金
に
算
入
で
き
る
。

ま
た
、
支
店
の
損
益
は
、
本
店
の
損
益
と
合
算
さ
れ

て
、
本
店
所
在
地
国
で
課
税
さ
れ
る
。

わ
が
国
で
は
、
支
店
と
本
店
と
の
間
の
内
部
取
引
か

ら
生
じ
た
損
益
は
、
適
正
に
算
出
さ
れ
て
い
る
限
り
課

税
上
認
識
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
所
在
す
る

支
店
か
ら
外
国
の
本
店
に
対
し
て
利
子
・
配
当
・
ロ
イ
ヤ

ル
テ
ィ
を
支
払
っ
て
も
、
源
泉
徴
収
の
問
題
は
起
き
な
い
。

二.

海
外
子
会
社

海
外
子
会
社（
現
地
法
人
）は
、
外
国
の
法
人
で
あ

る
の
で
、
当
該
外
国
の
通
常
の
法
人
と
同
様
に
当
該
外

国
で
課
税
さ
れ
る
。

海
外
子
会
社
は
、親
会
社
と
は
別
法
人
で
あ
る
の
で
、

海
外
子
会
社
の
損
益
が
親
会
社
の
損
益
と
通
算
さ
れ

る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
な
い
。
子
会
社
か
ら
、
親
会

社
に
配
当
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
親
会
社
に
は
課
税
が

行
わ
れ
な
い（
連
結
納
税
は
、
連
結
会
計
と
異
な
り
、

原
則
と
し
て
海
外
子
会
社
を
含
ま
な
い
）。
た
だ
し
、

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
適
用
に
な
る
場
合
に
は
、

海
外
子
会
社
の
留
保
所
得
が
親
会
社
の
所
得
に
合
算

さ
れ
て
、
親
会
社
の
所
在
地
国
で
課
税
さ
れ
る
。

親
会
社
と
子
会
社
と
の
取
引
は
、
通
常
の
法
人
間
の

取
引
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
た

だ
し
、
親
会
社
と
子
会
社
の
間
の
取
引
が
通
常
よ
り

高
い
ま
た
は
低
い
価
格
で
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、

移
転
価
格
税
制
の
対
象
と
な
り
、
独
立
企
業
間
価
格

（A
rm
,s
L
en
g
th
P
rice

）に
引
き
直
し
て
計
算
が
行
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わ
れ
課
税
さ
れ
る
。
ま
た
、
海
外
子
会
社
の
親
会
社
か

ら
の
借
入
金
が
非
常
に
大
き
い
場
合
に
は
、
過
少
資
本

税
制
が
適
用
に
な
り
、
子
会
社
が
親
会
社
に
支
払
う

利
子
の
う
ち
一
定
限
度
以
上
の
も
の
は
、
子
会
社
の
損

金
に
計
上
で
き
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
動
き

（
支
店
利
子
税
、
支
店
利
潤
税
）

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
八
六
年
の
税
制
改
革
で
、
進
出

形
態
間（
子
会
社
と
支
店
）の
課
税
上
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を

是
正
す
る
観
点
か
ら
、
課
税
上
、
在
米
支
店
を
在
米
子

会
社
並
み
に
取
り
扱
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
通
常
の

連
邦
所
得
税
の
ほ
か
に
、
支
店
利
子
税
、
支
店
利
潤
税

を
導
入
し
た
。

支
店
利
子
税
は
、
支
店
の
所
得
計
算
上
一
定
の
額
に

つ
き
、
本
支
店
間
で
利
子
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
も
の

と
み
な
し
て
こ
れ
に
一
律
の
税
率
で
課
税
す
る
も
の
で

あ
る
。
本
支
店
間
の
利
子
の
支
払
い
と
み
な
さ
れ
る
額

は
、
支
店
の
所
得
計
算
上
控
除
で
き
る
利
子
の
額（
本

店
の
総
負
債
利
子
×
総
資
産
に
対
す
る
在
米
支
店
の
総

資
産
の
割
合
）が
実
際
に
支
払
わ
れ
た
利
子
の
額
を
超

過
す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
そ
の
超
過
額
と
な
る
。

支
店
利
潤
税
は
、支
店
の
留
保
所
得
の
一
部
に
対
し
、

仮
に
現
地
法
人
で
あ
れ
ば
配
当
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
額

に
つ
い
て
、
本
支
店
間
の
配
当
の
支
払
い
を
擬
制
し
て
、

み
な
し
課
税
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
課
税
標
準
で
あ
る

配
当
相
当
額
は
、
当
期
利
益
額
か
ら
支
店
の
純
資
産

増
加
額（
ア
メ
リ
カ
へ
の
再
投
資
分
）を
控
除
し
て
算
出

さ
れ
る
。

O
E
C
D
に
お
け
る
議
論

O
E
C
D
で
は
、
問
題
を
支
店
に
限
ら
ず
、
恒
久
的

施
設（
P
E
）全
体
に
広
げ
た
上
、
P
E
の
帰
属
利
益
の

算
定
に
関
し
議
論
を
続
け
、
パ
ー
ト
Ⅰ
か
ら
Ⅳ
ま
で
の
レ

ポ
ー
ト
が
既
に
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
、
P
E
に
帰
属

す
る
利
益
を
計
算
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
の

ス
テ
ッ
プ
で
は
、
P
E
は
法
的
に
は
独
立
し
た
主
体
で

は
な
い
が
、
独
立
し
た
主
体
と
擬
制
す
る
。
つ
ま
り
、

P
E
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
作
成
す
る
。
法
人
が
全
体

と
し
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で

P
E
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
、
ま
た
、

そ
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
が
P
E
に
存
在

す
る
か
を
分
析
し
た
上
、
そ
の
P
E
が
経
済
的
に
所

有
す
る
資
産
・
負
債
、
P
E
が
所
有
す
べ
き
資
本
の
額

を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
P
E
に
帰
属
す
る
取
引
を

認
定
す
る
。
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
第
一
ス
テ
ッ
プ

で
認
定
さ
れ
た
P
E
に
帰
属
す
る
取
引
に
対
し
て
独

立
企
業
原
則
に
基
づ
き
取
引
価
格
を
決
定
し
て
い
く
。

こ
の
際
、
本
支
店
間
の
取
引（
内
部
利
子
の
支
払
い
、

内
部
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
支
払
い
、
他
の
内
部
サ
ー
ビ
ス

の
対
価
の
支
払
い
等
）に
つ
い
て
も
、
当
該
貸
借
対
照

表
に
基
づ
き
、
移
転
価
格
の
計
算
に
用
い
る
独
立
企

業
間
価
格
で
損
金
・
益
金
に
計
上
す
る
こ
と
に
よ
り
、

支
店（
P
E
）の
所
得
を
計
算
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
支

店
と
し
て
進
出
し
て
も
、
子
会
社
と
し
て
進
出
し
た

の
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
扱
い
と
な
る
。

な
お
、
資
本
の
配
賦
な
ど
に
つ
き
、
複
数
の
方
法
か

ら
の
選
択
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
か
え
っ
て
二
重

課
税
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
日
本
の
法
人
が
ア
メ
リ
カ
に
支
店
を
持
っ
て

い
る
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
が
支
店
に
帰
属
す
る
所
得
を

二
〇
〇
と
算
定
し
、
日
本
側
が
一
〇
〇
と
認
定
し
た

と
す
る
と
、
日
本
の
外
国
税
額
控
除
限
度
額
と
の
関

係
で
、
十
分
に
二
重
課
税
排
除
が
行
わ
れ
な
い
と
い
う

懸
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
シ
ン
メ
ト
リ
カ

ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

源
泉
地
国
が
複
数
の
選
択
肢
の
ど
れ
か
を
選
び
、
独

立
企
業
原
則
に
し
た
が
っ
て
課
税
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
居
住
地
国
も
、
た
と
え
国
内
法
で
認
め
ら
れ
て

い
な
く
と
も
、
源
泉
地
国
と
同
様
の
計
算
を
し
て
、
二

重
課
税
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
例
だ
と
、
日
本
も
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
ア

プ
ロ
ー
チ
を
採
り
二
〇
〇
を
国
外
所
得
と
せ
よ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
案
に
合
意
が
得
ら
れ
れ
ば
、
モ
デ
ル
条
約
に

反
映
さ
せ
る
と
同
時
に
、
各
国
が
自
国
の
租
税
条
約
や

国
内
法
に
合
意
案
を
盛
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
国
際
課

税
の
大
改
正
に
な
ろ
う
。

理
論
的
に
は
、
O
E
C
D
の
レ
ポ
ー
ト
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
資
本
の
額
を
割

り
当
て
る
こ
と
や
、
独
立
企
業
間
価
格
で
内
部
利
子

支
払
い
や
他
の
内
部
サ
ー
ビ
ス
等
も
計
算
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
裁
量
の
幅
が
広
く
な
り
す
ぎ
て
し

ま
い
、
移
転
価
格
課
税
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
国
際
課

税
に
お
け
る
不
明
確
さ
が
拡
大
す
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
実
務
家
か
ら
は
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
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